
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は

二
通
り
の
支
払
方
法
が
あ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料

は
、
特
別
徴
収(
年
金
天
引

き)

又
は
普
通
徴
収(
納
付
書
又
は
口

座
振
替)

に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
23
年
度
の
保
険
料
の
お
支
払

い
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

○
特
別
徴
収
の
方

　

�

平
成
23
年
４
月
よ
り
特
別
徴
収
に

よ
り
保
険
料
を
お
支
払
い
い
た
だ

き
ま
す
。
※
申
し
出
に
よ
り
口
座

振
替
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

○
普
通
徴
収
の
方

　

�

平
成
23
年
７
月
よ
り
普
通
徴
収
に

よ
り
保
険
料
を
お
支
払
い
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
現
在
普
通
徴
収

の
方
（
年
金
受
給
額
が
年
間
18
万

円
未
満
の
方
を
除
く
）
で
、
平
成

22
年
４
月
２
日
以
降
に
75
歳
の
誕

生
日
を
迎
え
ら
れ
た
方
は
、
平
成

23
年
度
中
か
ら
特
別
徴
収
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
年
度
途
中
に
転
入

さ
れ
た
方
、
そ
の
他
条
件
に
よ
っ

て
は
、
年
金
天
引
き
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■�

平
成
22
年
度
中
に
特
別
徴
収
か
ら
普

通
徴
収
へ
変
更
と
な
っ
た
方
へ

　

���　
平
成
23
年
度
は
、
７
～
９
月
は
普

通
徴
収
と
な
り
、
10
月
以
降
は
特
別

徴
収
に
よ
り
保
険
料
を
お
支
払
い
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■�
特
別
徴
収
を
さ
れ
て
い
る
方
は
口
座

振
替
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

�　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
特
別

徴
収
に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ
い
て

い
る
方
や
新
た
に
特
別
徴
収
に
よ
り

お
支
払
い
い
た
だ
く
方
は
、
申
し
出

に
よ
り
口
座
振
替
へ
の
支
払
方
法
の

変
更
が
で
き
ま
す
。

　

�　

な
お
、
既
に
申
し
出
を
行
っ
て
い

る
方
は
再
度
申
し
出
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

■�

所
得
の
変
更
に
よ
り
保
険
料
や
一
部

負
担
金
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す

　

�　

過
去
に
遡
っ
て
所
得
が
変
更
と
な

る
場
合
、
過
去
の
保
険
料
や
一
部

負
担
金
の
額
が
変
更
と
な
り
、
差
額

分
の
納
付
書
が
届
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。

《問い合わせ先》高齢者支援課高齢者医療係　☎２２－３１４５

広報 あそ 2011.0519

市からのお知らせ

80歳以上で歯が20本以上ある健康自慢の皆さま！
「高齢者のよい歯のコンクール」に参加しませんか？

歯
の
衛
生
週
間
行
事

の
一
環
と
し
て
、

熊
本
県
お
よ
び
熊
本
県
歯

科
医
師
会
等
の
主
催
に
よ

る
高
齢
者
の
よ
い
歯
の
コ

ン
ク
ー
ル
が
行
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
平
成
23
年

４
月
１
日
現
在
、
満
80
歳

以
上
で
、
ご
自
分
の
歯
が

20
本
以
上
あ
る
健
康
な
方

が
対
象
で
す
。
該
当
さ
れ

る
方
は
、
歯
科
医
院
で
診

査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

診
査
は
無
料
で
す
。

８
０
２
０
達
成
者
に
は
、

阿
蘇
郡
市
歯
科
医
師
会
よ

り
賞
状
お
よ
び
記
念
品
、

阿
蘇
市
よ
り
８
０
２
０
認

定
証
を
お
贈
り
い
た
し
ま

す
。(

こ
れ
ま
で
表
彰
を

受
け
た
方
で
も
県
大
会
に

出
場
し
て
い
な
い
方
は
対

象
と
な
り
ま
す
。)

診
査
期
間

５
月
９
日(

月)

～
５
月
20
日
（
金
）

(

土
・
日
曜
を
除
く)

《問い合わせ先》健康福祉課　一の宮保健センター　☎２２－５０８８

８０２０診査ができる歯科医院

informationinformation


